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1．はじめに 

東日本大震災を契機に、①安定供給の確保、②電気料金の最大限の抑制、③事業者の

事業機会及び需要家の選択肢の拡大を目的とする電力システム改革が進められる中、更な

る競争の活性化を進めるとともに、環境適合、再生可能エネルギーの導入拡大、安定供給等

の公益的課題に対応するための方策について、電力システム改革貫徹のための政策小委員

会（以下「貫徹小委員会」という。）において、議論がなされてきた。貫徹小委員会において創

設が提言された 5 つの市場（ベースロード市場、間接オークション・間接送電権市場、容量

市場、需給調整市場、非化石価値取引市場）等の詳細制度設計については、制度検討作業

部会1（以下「本作業部会」という。）において検討が進められ、各市場における取引が開始さ

れている。 

 これまで、本作業部会においては、各市場の運用開始に向けて制度設計を進めるとともに、

運用を通して顕在化した課題や電気事業を巡る環境変化を踏まえ、適時制度の見直しを行

ってきた。 

本作業部会での討議内容については、定期的にとりまとめのうえ、パブリックコメント手続

を経て公表しており、本稿は18回目の中間とりまとめとなる。 

エネルギーを取り巻く情勢が大きく揺れ動く中、我が国の国民生活や経済活動を支える電

気の安定供給をいかにして実現できるか、改めてその公益的課題に正面から向き合うことが

求められている。本作業部会は、引き続き、国内の社会・経済動向、国際情勢の変化に機敏

に対応し、各市場制度について不断の見直しを行うとともに、新たな制度の検討についても

取り組んでいく。 

  

 
1 本作業部会は、2017年 3 月に総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会（以下

「基本政策小委員会」という。）の下に設置されたものである。 
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2．市場整備の方向性（各論） 

2．１．ベースロード市場 

 

2016 年の小売全面自由化後、新規参入者（新電力）と旧一般電気事業者（大手電力会社）

の間で公平な競争条件を整備することが課題であった。とりわけ、石炭火力や水力、原子力

等の安価なベースロード電源（以下「BL 電源」という。）2は、新電力のアクセスが極めて限定

的であったため、大手電力会社と比して、新電力は十分な競争力を有しない状況であった。こ

の課題に対処するため、ベースロード市場（以下「BL 市場」という。）が創設され、旧一般電気

事業者等が保有する BL 電源等により発電された電気の一部を、適正な価格で市場供出す

ることが制度的に措置された。なお、供出量算定の際には、BL 市場と同等の価値を有すると

考えられる一部の相対取引や常時バックアップ、電源開発株式会社が保有する電源（以下

「電発電源」という。）の切り出し分については控除することとした。 

市場創設以降も制度の検討は進み、2021 年度には利便性の向上を目指し、新電力が支

払う預託金の引き下げや、1 月の第 4 回オークションの追加開催等、市場の活性化に向けた

見直しを行った。また、2022 年度は、エリア間の分断率の上昇に伴い、エリア間の値差が拡

大するといった新たな課題も生じた。ベースロード市場の清算価格が約定価格から大きく乖

離することで、売手事業者としては費用を適切に回収できないリスクが、買手事業者としては

ベースロード市場約定価格での購入ができないリスクが生じていることを踏まえ、値差リスク

軽減のため、値差損益の補填または徴収を行うスキームを導入した。そして、2023 年度は、

事業者のニーズや取引状況等を踏まえた議論を行い、長期商品や事後調整付取引を導入

するとともに、内外無差別な卸売の取組状況を考慮しつつ、適格相対契約控除量の上限の

見直し等を行った。 

取引状況については、取引開始以降 2021年度までは新電力シェアの拡大により供出量は

増加傾向にあった。一方で、2022 年度以降は適格相対契約控除量及び常時バックアップ控

除の増加、各種制度見直し等により、制度的供出量が減少傾向にある。こうしたことから、足

下売応札量は減少傾向にあり、買い札量も2022 年度をピークとして2023 年度は大きく下落

している。その中でも、約定率は従前と比較して高く推移している状況にある。これは、買手・

売手の応札価格の目線が合ってきていることも一つの要因として挙げられる。今後も、内外

無差別な卸売の取組の進展に伴い適格相対契約の増加及びそれによる制度的供出量の控

除量の増加等の可能性があり、翌年度以降も引き続き応札状況には注視が必要である。 

また、スポット市場はボラティリティが高く、燃料価格変動リスクを伴う市場であるため、価

格変動リスクに備える手段として、相対契約・BL 市場・先渡市場・先物市場の活用による適

切なリスク管理の重要性も増していると考えられる。この点、電力・ガス取引監視等委員会が

2023 年度オークションを監視する中では、固定価格取引の供出上限価格の大宗を占める燃

 
2 発電（運転）コストが、低廉で、安定的に発電することができ、昼夜を問わず稼働できる電源。地

熱、一般水力（流れ込み式）、原子力、石炭火力を指す。 
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料費（石炭価格）の算定において、価格変動リスクを相当程度大きく見込む大規模発電事業

者も確認された。価格変動リスクの算定については、事業者の裁量の余地が大きくなると、各

社の算定次第では実質的な売り惜しみに繋がる可能性もあることから、BL 市場が価格変動

リスクに備える手段として機能するよう、引き続き注視が必要であると考えられる。なお、2024

年度のオークションにおいては、固定価格取引の供出上限価格に織り込む燃料費単価につ

いて、原則として燃料先物価格に基づく燃料価格を合理的な価格と考え、監視を行うこととさ

れた。 

内外無差別な卸売の進展やエリア間値差の拡大をはじめとして市場設計時点と状況は変

化しており、こうした変化に対応した取引環境を整備することが重要である。本とりまとめにお

いては、2023年度のオークション結果を振り返るとともに、内外無差別な卸売が担保されてい

ると評価されたエリアにおける制度的供出量や、エリア間値差への対応に係る検討など、足

下の状況変化を踏まえた今後の BL 市場の方針について総括する。 

 

2023 fiꜛ◦◒כ○  

2023 年度オークションにおける約定量は、合計 90.0 億 kWhと過去最大の約定量となった

2022 年度を僅かに下回る結果となった。(2019 年度約定量の 1.92 倍、2020 年度約定量の

3.09倍、2021年度約定量の 1.37倍、2022年度約定量の 0.95倍)。 

2022 年度オークションでは、西日本エリアにて全エリア年間総約定量の95%を占める約定

となる等、市場範囲によって約定量に大きく差が生じたものの、2023 年度オークションにおい

ては、西日本エリア（2023 年度より市場分断された九州エリアを除く）における年間総約定量

は 59.1 億 kWhと、全エリア年間総約定量の約66%にとどまった。残りの33%は東日本エリア

（30.0億 kWh。2023年度より統合された北海道エリア含む。）、1%は 2023年度より新しく市場

分断された九州エリア（0.8億 kWh）での約定となった。 

商品毎に見ると、1 年商品・固定価格取引の年間総約定量が60.7億 kWhと、全体の67%

を占めており、残りの11%は 1 年商品・事後調整付取引（11.0億 kWh）、21%は 2 年商品・事後

調整付取引(19.3億 kWh)となった。 

回毎に見ると、第1 回での約定が全エリア合計56.0億 kWhと、全体の62%を占めており、

昨年と同様第1 回での約定が一番多い結果となった。残り10%は第 2 回（9.1億 kWh）、25%は

第 3 回（22.9億 kWh）、2%は第 4 回（2.0億 kWh）となった。 

約定率については、例年と比較して高い水準を2023年度は記録しており、買手・売手の応

札価格の目線が擦り合ってきている様子もうかがえる。一定量の取引の存在や取扱商品の

増加により、市場としての流動性も出てきている。  
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(参考図 2- 1)BL 市場の約定量（商品・エリア別・回数別）及び約定率 

 

 

また、2023 年度オークションでは、2022年度と比較して燃料費が下落したことなどを受け、

約定価格は前年度と比較して全エリアで下落している。一方で、第 1 回から第4 回オークショ

ンにおいて、西日本エリアの 1 年商品・固定価格取引の約定価格が 9.6～12.0 円/kWh であっ

たことに対し、東日本エリアは12.2～17.0 円/kWh となり、市場範囲により価格に差が生じる

状況は 2022年度と同様に続いた。 

なお、2023 年 12 月 26 日に電力・ガス取引監視等委員会より公開された2023 年度第 3 回

オークション監視結果にて、大規模事業者のうち１社においては燃料費の価格変動リスクの

見積り手法についてガイドラインに定められた算定手法とは認められないことが確認された。 

 

(参考図 2- 2)BL 市場の約定価格の推移（商品・エリア別・回数別） 
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売入札量については、2022 年度と比較し減少した。これは、前年度と比較し、適格相対契

約量の増加、常時バックアップの利用量の増加によって、制度的な供出量の控除量が増加し

たことが主要因として考えられる。一方で、2023 年度においては、第3 回にて最大量の売入

札が入っている。これは、このタイミングで1年商品・事後調整付取引の取扱いが始まり、1年

商品・固定価格取引の未約定分が売応札として再投入されたことによる。また、買入札量に

ついても、2022 年度と比較して減少し、2023年度は最も少ない結果となった。 

 

(参考図 2- 3)売入札量の推移 

 
 

(参考図 2- 4)買入札量の推移 
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買手の応札事業者数については 2022 年度と比較して総じて減少した。一方で、約定事業

者数は 2022 年度と比較して総じて増加している。前述の通り、年間通して約定率が高く推移

したことを受けたものであり、より多くの新電力事業者にベースロード電源が行き渡ったことを

示している。  

 

(参考図 2- 5)買手事業者数と約定事業者数の推移 

 

   

⅜ ↕╣≡™╢≤ ↕╣√◄ꜞ▪⌐⅔↑╢  

大規模発電事業者の制度的な供出量については、新電力等のベース需要に対して十分な

量を設定することが重要であり、全国大でのBL 市場電源比率、新電力総需要に基づき決定

している。大規模発電事業者の制度的な供出量を設定する際には、BL 市場と同等の価値を

有すると考えられる、新電力と旧一般電気事業者間で結ばれる相対契約の一部及び常時バ

ックアップの取引量、電発電源切り出し分を控除している。 

 控除に関しては、市場設計時からの状況変化や取引機会の拡大状況、新電力の電源への

アクセス状況を踏まえつつ、BL 市場が本来志向していた「BL 電源へのイコールフッティング」

が達成されているかという視点のもと、これまで検討が行われてきた。そして、第 76回、第77

回制度検討作業部会においては、適格相対契約や、常時ＢＵについて、内外無差別な卸売

の取組の進捗状況に応じて、見直しを行うことが示された。 

また、第 86 回制度設計専門会合では、2023年度受渡しの相対卸契約について、エリア毎

に旧一般電気事業者各社の内外無差別な卸売の取組の進捗評価が行われ、一部は内外無
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差別な卸売が担保されていると評価された。 

こうしたBL 市場を取り巻く環境変化等を踏まえ、内外無差別が担保されていると評価され

たエリアにおける制度的供出量について改めて検討を行った。 

 

（内外無差別が担保された後の制度的供出量の考え方） 

内外無差別な卸売が担保されていると評価されたエリアにおいては、新電力が旧一般電

気事業者の小売部門と同様に、ＢＬ電源を利用できる環境へと改善している可能性があると

考えられる。 

一方で、内外無差別な卸売の取組による小売競争の活性化具合や、新電力シェアの傾向、

新電力側から見たＢＬ市場を通じたＢＬ電源へのアクセス性確保の必要性については、確認・

検証が必要となる。 

こうしたことから、BL 市場での調達・売買実績が多い新電力及び旧一般電気事業者（グル

ープ会社を含む）を対象に、内外無差別が担保された後に制度的措置の緩和・撤廃を想定す

るうえで、BL 市場へ求めるニーズ等について、ヒアリング・アンケートを実施した。 

その結果、多くの新電力からは、電源へのアクセス環境が改善することから、内外無差別

な卸売が担保されていると評価された場合、BL 市場への制度的供出量が減少することに違

和感はないと回答があった。その一方で、小規模新電力が参入できるアクセス性の容易性や、

相対卸契約への急激な移行への懸念から、制度的措置の緩和・撤廃には、移行期間や制度

的措置の残存を希望する意見が多かった。また、内外無差別な卸売が担保されていると評

価されたとしても、小売の価格競争や、与信の困難さから、電源へのアクセスができないので

はないかという懸念から、引き続きBL 市場からの調達を望む回答があった。 

一方、旧一般電気事業者からは、内外無差別な卸売が担保されていると評価された場合

は、即時制度的措置の撤廃を希望し、BL 市場に供出していた分の電力については、自社の

相対卸契約に移行したいといった回答のほか、制度的措置がなくなった後も、販路の一つと

してBL 市場を活用する可能性があるとの回答があった。 

また、内外無差別な卸売へ全量供出できないことによるアクセスの阻害や、BL 市場の結

果をまって相対契約交渉が始まるなど、制度的措置があることで、大規模発電事業者の卸売

に一部弊害が生じている可能性もある。 

これらを踏まえると、内外無差別な卸売が担保されていると評価されたエリアにおいては、

制度的措置を緩和していくことは妥当である一方で、BL 市場での取引を一定量確保する必

要もある。 

そこで、BL 市場のアクセスを確実に担保したうえで、より取引を柔軟にできるように、内外

無差別な卸売が担保されていると評価されたエリアに限り、現状の適格相対契約控除の上

限値を緩和することとした。 
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（内外無差別が担保された後の適格相対契約控除量） 

過去の BL 市場の取引状況は、売札に対し、買札が少ない傾向が続いており、控除前の制

度的供出量と比較すると買札は約20～50％程度、約定量については５～12％程度であるこ

とから、制度的供出量が20％程度であれば、売札量が約定量を上回り、買札と同等量が市

場に応札されるため、市場の流動性に与える影響は少ないと考えられる。 

 

(参考図 3- 1)制度的供出量（控除前）、買応札量、約定量 

       

 

制度的供出量が 20％程度になるよう控除量上限値を求めたところ、上限値70％であれば、

制度的供出量（控除前）全体の約21％程度が１年商品・固定価格取引に供出されることとな

り、こうしたことから、内外無差別な卸売が担保されていると評価されたエリアにおける適格

相対契約量の控除上限は 70％とされた。また、控除上限については引き続き、取引状況の

検証を行い、全量控除の可能性を目指し検討していくこととされた。 

 

(参考図 3- 2)制度的供出量（控除前）、買応札量、約定量 
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なお、内外無差別な卸売が担保されていると評価されたエリアについては、常時バックアッ

プは廃止されるものの、過年度において常時バックアップに供出していた分は相対契約控除

へ移行すると考えられる。このため、常時バックアップが廃止されたとしても、適格相対控除

枠が 70％まで拡大することで不利になることはないと考えられる。 

 

2024 ╢↑⅔⌐fiꜛ◦◒כ○  

ＢＬ市場については、スポット市場を介して電気の受渡しを行っているため、スポット市場に

おいてエリア分断が発生した場合に生ずる値差の影響を受ける。そこで、BL 市場の創設に

際しては、エリア間の分断発生や値差の発生状況を踏まえ、北海道、東日本、西日本の３つ

の市場範囲を設定した。 

エリア間値差については、事業者自らが間接送電権を購入することにより対応できるよう

になっているところであるが、間接送電権の発行量は、系統利用ルールを間接オークション

へ移行した経過措置の影響を受けており、経過措置が2025年度末まで継続することとなって

いる。 

こうした中、2022 年度にエリア間値差が拡大し、売手においては費用を適切に回収できな

いリスク、買手においては約定価格で受渡しができないリスクが増大化した。そこで、間接送

電権の発行量等を踏まえ、暫定措置として2022年 7 月に値差の清算を導入し、2022年度 7

月以降及び 2023年度の受渡し分に適用した。なお、2022年度の値差清算については、受渡

し期中に導入したことから値差損による補填のみを行うとし、以降の値差清算は値差損益に

対し補填・徴収を行うこととした。 

そして、間接オークションの経過措置の影響が残る2025年度までの受渡し分については、

2026年度以降と切り分けて検討することとされ、2024年度・2025年度受渡し分については、

市場範囲を見直すことで過大な値差が発生する可能性を低減させることとし、それでもなお

発生する閾値以上の値差については清算する方向とした。 

2025年度受渡し分までのBL 市場においては、毎年度オークション前に市場範囲を見直す

こととしており、第 71 回制度検討作業部会において分断値差発生率・分断値差に関する条

件の双方を充足するエリア間で市場範囲の分割を行うことが提示された。2024年度受渡し分

については、九州ｰ中国間の大きなエリア間値差の発生状況等を踏まえ、市場範囲を東日本、

西日本、九州の３つとした。 

 

(参考図 4- 1)市場範囲の見直し基準 
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2025年度受渡し分の市場範囲を検討するにあたり、2023年 3 月～2024年 2 月における

各エリア間の分断状況を調査したところ、分断値差発生率・分断値差に関する条件の双方を

充足するエリアはなかったものの、分断値差発生率について、2022 年度と比較して東京ｰ中

部間は同水準、中部ー関西間では2022 年度を上回る水準となっており、分断条件に該当し

ていた。 

 

(参考図 4- 2)エリア間値差実績 

 

また、現在のエリア設定ではなく全エリア統一（基準エリアは東京）であったとして値差を試

算したところ、東京から近いエリアであれば、生じる値差は1 円/kWh 程度と大きな変化はな

いものの、北陸・関西以西のエリアになると値差は最大３円/kWh 程度まで引き上がることが

想定された。 

 

(参考図 4- 3)市場範囲を全国統一とした場合のBL 市場の値差 
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この点、第 71 回制度検討作業部会では、定量的な判断基準に加え、取引量が多く値差損

益額が多額となるエリアがある場合等、分断値差発生率や分断値差の他、市場範囲を検討

するにあたり考慮すべき事象がある場合には、こうした事情を踏まえて検討することが必要と

整理されている。また、値差の拡大の可能性があるなかで、分断値差発生率・分断値差の条

件をそのまま適用することは制度の継続性の観点から慎重な判断が必要であるほか、頻繁

な見直しは市場の予見性低下につながりかねない。 

こうしたことから、2024年度オークションの市場範囲については、2023年度と同様に、東日

本、西日本、九州の３つに分割することとした。 

なお、市場分割・統合の判断基準については、今後必要に応じて見直していくことも考えら

れるとされた。 

 

2025 ⇔ ⌐⅔↑╢ ה ─  

2025年度受渡し分については、2023年度受渡し分・2024年度受渡し分と同様に、閾値以

上の値差損益について、売手買手双方を対象に補填及び徴収が行われる。 

値差清算の閾値は、各大規模発電事業者の供出上限価格とスポット市場価格をもとに、

電源持替により低減可能と考えられる石炭火力の可変費を算出し、定めることとしている。 

前年と同様に商品毎に全エリアの閾値の加重平均を算出したところ、大きな差は生じず、

どの商品においても約10％といった結果になったことから、2024年度オークション（2025年度

受渡し分）における値差補填及び徴収の閾値は10%とすることとされた。 

 

2026 ⇔ ⌐⅔↑╢ ┼─ ⌐≈™≡ 

間接オークションの経過措置の影響により間接送電権の発行量は制限されている状況に

あるが、2026年度以降は増加が見込まれる。 

この点、市場分断時における市場間値差をヘッジする商品として間接送電権が導入された

ことや、経過措置の影響が残る状況に鑑み値差清算が導入された経緯等を踏まえると、

2026 年度受渡し分以降における値差への対応については、間接送電権による対応を基本と

することも考えられる。 

こうしたことを踏まえつつ、値差への対応の判断に必要な検証を進めるため、旧一般電気

事業者（グループ会社を含む）及びＢＬ市場での調達・売買実績が多い新電力を対象に、

2026 年度受渡し分以降における値差への対応に係る考慮事項等について、アンケートを実

施した。 

BL 市場における値差リスクに対し間接送電権を用いてヘッジすることに関して、事業者か

らは BL 市場との取引のタイミング・期間の不整合や、間接送電権の発行量・約定可能性等

への懸念のほか、間接送電権が設定されているエリア間が限定されている点など、間接送電

権をヘッジ手段として十分に機能させるに当たっての様々な課題について意見があった。 

こうした課題等を踏まえると、経過措置終了に伴い発行量が増加することを契機として、
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2026 年度受渡し分以降の値差リスクは現行の間接送電権によって対応するものと結論づけ

ることについては、慎重な検討が必要であり、2025 年度オークションの実施に向けて値差清

算や間接送電権の在り方等に係る検討を引き続き深めていくこととされた。 

なお、2024年度オークションで約定した２年商品については2026年度にも受渡しが生じる

こととなるが、入札時において値差への対応を明確にし、事業者の予見性を確保する観点か

ら、2024年度オークションで約定した２年商品については2026年度受渡し分にも値差清算を

適用することとされた。 

 

─ ⌐≈™≡ 

BL 市場は、新電力が、BL 電源から電力を調達する機会を増やすことにより、旧一般電気

事業者と新電力のイコールフッティングを図ることを可能とする制度である。卸電力市場が機

能し競争が十分に活性化された段階では、こうした制度的措置は終了することが望ましく、制

度をとりまく環境の変化等も考慮しながら、見直しを行っていく必要がある。 

今回は、内外無差別の進展状況等を踏まえ、内外無差別な卸売が担保されていると評価

されたエリアにおける制度的供出量について議論を行ったほか、エリア間値差の発生状況等

を分析し、2024年度オークションにおける市場範囲等について検討を行った。 

今後も、エリア間値差の動向等を踏まえつつ、2025年度オークション以降の値差への対応

の判断に必要な検討を深めるなど、引き続き議論を進めていくこととする。 
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2．2．長期脱炭素電源オークション 

 

長期脱炭素電源オークション（以下「本制度」という。）は、発電事業者の投資回収の予

見性を確保することで脱炭素電源への投資を着実に促すことにより、2050年カーボンニュ

ートラルを実現し、需要家に対して、脱炭素電力の価値を提供するとともに、中長期的な観

点から安定供給上のリスクや価格高騰リスクを抑制する。すなわち、発電事業者の予見可

能性確保と需要家の利益保護を同時に達成することを目的として、2023年度より開始され

た。 

初回入札は 2024年 1 月に実施されたが、それに先立つ昨年 10月には、電力・ガス基

本政策小委員会において、中長期的な電源のゼロエミ化について議論が行われた。 

この中では、2030年度のエネルギーミックスにおける非化石電源比率59%の達成に向

けて、残された時間は僅かである中で、電源のゼロエミ化をより一層促進していくため、本

制度の最大限の活用等の検討を進めていくこととされた。 

これを受けて、本制度検討作業部会では、昨年 11 月から、本制度の第 2 回入札以降に

向けた検討として、次のような具体的な課題について、検討を行った。 

ü 水素・アンモニア：GX経済移行債を活用した初期支援に加えて、持続的な水素・ 

アンモニア投資を支えるための制度の在り方 

ü 合成メタン：合成メタンの特性を踏まえた応札条件等の在り方 

ü CCS付火力：別途検討中のCCS事業への政府支援策と長期脱炭素電源オーク 

ションとの関係や、CCSのコスト構造を踏まえた上限価格の在り方 

ü 原子力：既設原子力の安全対策投資の扱い 

ü 水力：既設水力の在り方 

また、2024年 4 月には、初回入札の結果が以下のとおり公表された。 

 

（参考図5）初回入札の募集量と落札容量 
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（参考図6）初回入札の約定結果 

 

こうした初回入札の結果も踏まえ、第２回入札に向けた検討として、以下の検討項目

（例）を例示し、制度の在り方の検討を行った。 

 

（参考図7）第 2 回入札に向けた検討項目（例） 

 

 

本中間とりまとめでは、以上の検討結果をとりまとめる。 
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⌐ ↑√ ─ ⇔ 

①初回入札の結果を踏まえた制度の見直しに向けた基本的な考え方 

初回入札では、全体の応札量が募集量400万 kWの約２倍となったが、募集上限のあ

る既設火力の改修は、応札量が募集上限100万 kWを下回った。また、募集上限のない

新設・リプレースは、応札全量が約定となった。今後、本制度を活用しつつ、脱炭素電源へ

の新規投資を一層促進していく上では、一定の応札量を継続的に確保していくことが欠か

せない。 

そのためには、事業報酬率や他市場収益の還付率、上限価格の見直しなどにより、応

札インセンティブを高めることが効果的である。 

他方、これらの見直しは、需要家負担の増加に直結するほか、事業報酬率や他市場収

益の還付率の見直しは、初回入札参加者との公平性の問題も生じ得る。 

また、既設火力の改修と同様に100万 kWの募集上限が設定された揚水・蓄電池につ

いて、応札量が募集上限の５倍超となったことを踏まえると、現行のインセンティブは必ず

しも不十分ではないと考えられる。 

更に、水素・アンモニア混焼等に関する上限価格の引上げは、現時点での建設費諸元

等を前提とする限り相当の引上げが不可欠となり、需要家の大幅な負担増につながる可

能性が高い。 

この点、募集量を引き下げれば負担の増加は抑制可能であるが、スモールスタートで開

始した本制度において、募集量の引下げには慎重な対応が求められる。 

このため、第２回入札で直ちに応札インセンティブを高めることはせず、応札インセンティ

ブの在り方については、引き続き今後の課題とした。 

なお、初回入札における揚水・蓄電池の多数の応札は、競争を通じて脱炭素電源への

新規投資の効率化につながるものである。 

他方、既設電源の改修等に比べて応札量が極めて多かったことからすると、例えば、最

低入札容量など、相対的に応札のハードルが低かった可能性もある。また、蓄電池につい

ては、電源建設に比べて土地の確保や地元調整等の応札に向けた準備作業の負担が相

対的に小さいほか、事業者によって準備状況にばらつきがあるとの指摘もある。 

このため、競争条件を可能な限り共通化する観点から、特に蓄電池については、応札条

件の見直しを検討することとした。 

その上で、既設電源の改修を含めた各リソースの募集量・募集上限については、これか

ら本格化する新たなエネルギー基本計画策定に向けた議論を見据えつつ、電力の安定供

給及び脱炭素化の促進の観点から、最終的に判断することとした。 
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②対象 

（a） 水素・アンモニア 

（a- 1） 上流側のコストのうち、固定費に当たる部分の扱い 

水素・アンモニアは、「価格差に着目した支援制度」や「拠点整備支援制度」と連携

しながら、発電事業者の投資判断を促進する3こととしている。 

具体的には、国内製造の場合は上流側の固定費も支援対象となっているが、海外

で製造した水素・アンモニアを国内に輸送する場合には、陸揚げより上流側の固定費

は（通常は燃料費として整理されることを踏まえ）本制度の支援対象外（「価格差に着

目た支援制度」でカバーする）と整理している。 

しかし、「価格差に着目した支援制度」は、パイロットサプライチェーンを2030年度

までを目処に構築することを目的とし、2030年度までに供給開始が見込まれることを

必須条件とする方向で検討が進められている。こうした中で、それ以降の後続サプライ

チェーンにも持続的な水素・アンモニアの導入を促進していくため、従来は、「価格差に

着目した支援制度」においてカバーするものと整理していた上流側のコストのうち、固

定費に当たる部分については、公平性の観点も考慮しつつ、支援の対象として再整理4

することを検討した。 

海外製造・海上輸送の場合の上流側の固定費として想定されるのは、次のような設

備の建設費・維持費・事業報酬が想定される。 

ü 水素（アンモニア）製造設備 

ü 海上輸送船 

ü CO2分離・回収・貯留設備 ※ブルーの場合 

ü 再エネの発電設備 ※グリーンの場合 

こうした設備は、本制度に応札する国内の発電事業者自身が直接海外において建

設することは想定されず、現地法人が建設・維持することとなるが、国内の発電事業者

の関与の仕方としては、次の２パターンが想定される。 

A) 海外における建設主体となる現地法人に出資5して、その現地法人から水素・

アンモニアを直接購入する。  

B) 現地法人に出資せず、現地法人から直接又は商社等を介して、水素・アンモ

ニアを購入する。 

従来の LNGや石炭の調達の場合は、上記のA・B のいずれの場合でも、上流の固

定費は、燃料代の中に含まれ、従量料金の形で国内の発電事業者は負担しているも

のと考えられる。ただし、上流事業者（現地法人）は上流設備の投資回収を担保するた

 
3 ≤╡╕≤╘⌐⅔™≡⁸ ≢ ⇔√ ╩▪♬⸗fi▪ה ⌐ ∆╢

⌐│⁸ →╟╡ ─◖☻♩│ │ ≤⇔≡ ↕╣╢↓≤╩ ╕ⅎ

₈ ⌐ ⇔√ ₉≢◌Ᵽכ∆╢≤ ⇔√⁹ 
4 ↓╣⌐ ™⁸ ╙ ⇔√⁹ 
5 │⁸ ─ ─ ≤─ ⅜ ↕╣╢⁹ 
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め、国内の発電事業者と長期契約を締結する場合には、「take or pay条項」を定め、

引取数量が減少した場合でも、一定の金銭負担を求めることがあり、国内の発電事業

者は固定的な支払いが必要となる場合もある。 

水素やアンモニアの調達に当たっては、黎明期はスポットマーケットがないため、長

期契約によって調達する必要があるが、この場合、LNGと同様の「take or pay条項」で

あったり、更には、本制度において上流固定費を応札価格に算入できることと整理した

場合には、その分を基本料金として切り出し、２部料金制（基本料金＋従量料金）の燃

料調達契約とすることも考えられる。 

したがって、燃料費として支払う費用のうち、「take or pay条項」の対象引取量分の

燃料費や、２部料金制における基本料金など、固定費と認められる合理的な説明があ

った部分については、本制度の応札価格（運転維持費のその他コスト）に算入すること

を認めることとした6。 

なお、２部料金制における基本料金には、必ずしも上流固定費だけが含まれるとは

限らず、上流の可変費（原料となる化石燃料の燃料費、運搬の燃料費等）が含まれる

ことも考えられる。これについては、次の点を踏まえると、必ずしも問題とならないと考

えられる。 

ü 本制度における応札価格が高くなり、不落札リスクが高くなること 

ü 応札価格に固定費として算入した金額の分だけ、他市場収益の還付の計算に

おける可変費が小さくなり、還付金額が大きくなる可能性があること 

また、上記の整理は、水素・アンモニアの上流固定費に限った特別な整理ではなく、

電源種・上流・下流、国内・海外問わず、他社との共用設備の費用負担の在り方に共

通する整理と考えられることから、全ての電源種共通の整理とした7。 

  

 
6 ↓℮⇔≡ ⌐ ∆╢↓≤≤⇔√ ─ ⌐≈™≡│⁸ ─

─ ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢↓≤│ ╘╠╣⌂™⁹ ─ ⅛╠⁸

⌐ ╘√ ╩ ™√ ╩⁸ ─ ─ ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢↓≤

≤∆╢⁹↓╣⌐╟╡⁸ ⌐ ─ ⅜№∫√ ⌐│⁸ ─ ⌐ ⅜╢⁹  
7 ─ ♃fi◒─ ╙⁸ ≤∆╢ ╛⁸2 ≤∆╢

╙№╡⁸™∏╣⌐∑╟⁸ ≤ ╘╠╣╢ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐

≢⅝╢⁹⇔⅛⇔⁸LNG │☻ⱳ♇♩ⱴכ◔♇♩⅜ ↕╣≡⅔╡⁸ ─ ⌐ ∂≡

╙ ↕╣╢√╘⁸ ─ ─ ≤⇔≡ ╘╠╣╢ ─ ⌐

⌐ ↄ ↓≤│ ⌐│ ↕╣⌂™⁹ ≢⁸LNG ─ ─ │ ≢№

╢√╘⁸ ⌐⅔↑╢ LNG ─ ─ ™⌐≈™≡│⁸ ⁸ ─ ╡

─ ⌐ ∆╢↓≤≤⇔⁸ 2 ⌐⅔™≡│⁸LNG ─ │ ⌐ ≢⅝

⌂™↓≤≤⇔⁸ ⌐╙ ╩ ⇔⌂™↓≤≤⇔√⁹ 
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（a- 2） 事業者間の公平性 

現行の仕組みにおいても、水素・アンモニアを国内製造する場合には、既に水素製

造装置などは「本制度」と「価格差に着目した支援制度」の両方の支援対象となってい

る。 

したがって、論点（a- 1）において、上流の固定費を応札価格に算入可能とするの

は、 「価格差に着目した支援制度」 の支援案件の決定後まで待つ必要はなく、本制

度の第２回入札から適用することとした。 

この場合、本制度の第２回入札より前に「価格差に着目した支援制度」の支援を受

けることが決定した場合、上流固定費は「価格差に着目した支援制度」により支援さ

れ、当該案件は、本制度の第２回入札の応札価格に上流固定費を織り込まないため、 

「価格差に着目した支援制度」の非採択案件よりも相対的に競争上優位となる。これ

は、他の補助金制度の採択案件と非採択案件についての本制度における競争関係と

同じであることから、許容することとした。 

 

（参考図8）事業者間の公平性 

 

 

（b） 原子力 

（b- 1） 既設原子力発電所の安全対策投資の扱い 

原子力の新設・リプレースは、既に本制度の対象となっているが、既設原発の安全

対策投資8の扱いについては、これまで整理されていなかった。 

本制度は、投資回収の予見可能性を確保することにより、脱炭素電源への投資を

通じて供給力を確保する制度であり、現状でも既設揚水の大規模改修9や既設火力の

脱炭素化のための改修は対象となっている。したがって、既設原発の安全対策投資に

 
8 ⌐ ↕╣√ ⌐ ∆╢√╘─  
╩ꜟכⱱכⱣכ○ 9 ™⁸ ⌂ ⁸ ⁸ ─ ╩

∆╢  
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ついても、オークションの対象とすることで投資回収の予見可能性を確保することは、

本制度の趣旨に合致する。 

また、本制度は、様々な脱炭素電源を対象とした電源種混合の競争入札であり、競

争に勝った案件のみが支援対象になることから、オークションを通じて既設原発の安全

対策投資も促していくことは、費用対効果の観点からも望ましい。 

このため、既設原発の安全対策投資も、長期脱炭素電源オークションの対象とする

方向で、具体的な対象範囲や上限価格等の詳細を、事業者間の公平性の観点も考慮

しつつ、検討することとした。 

既設原発の安全対策投資とは、既設の原発の安全性を確保するために行う設備投

資であり、大別すると、以下のA・B が挙げられる。 

A) 原子炉等規制法に基づき定められる規制基準に対応するための設備投資 

B) A の規制への充足に留まらず、自主的に安全性を向上させるために行ってい

く安全対策のための設備投資 

本制度では、巨額の初期投資が必要な案件を対象としており、具体的には、脱炭素

電源の新設・リプレース案件等のほか、既設揚水の大規模改修案件9 を対象としてい

る。 

既設揚水の大規模改修案件を対象としているのは、投資金額が100億円程度とな

り一定程度巨額となるため、休廃止も含めた投資判断10が必要となることを踏まえたも

のである。   

したがって、既設原発の安全対策投資を対象とするに当たっても、「投資金額が一

定程度巨額となり、休廃止を含めた投資判断が必要となるような案件」に限定すること

が必要であり、こうした観点からは、B の自主的安全性向上投資は、現状としては、こ

れまで休廃止も含めた投資判断が必要となるような事例は生じておらず、少なくとも現

状としては、B のみで対象とすべき案件はないと考えられる。 

 

（参考図9）既設原発の安全対策投資 

 

 

一方で、A の規制基準は、東京電力福島第一原発事故の教訓を踏まえ、2013年 7

月に最初の新規制基準が施行されたが、原子力の安全の追求に終わりはなく、新たな

知見が得られ、規制への反映が必要と判断された場合には、バックフィットとして規制

 
10 ╩∑∏⌐ ╩ ≤∆╢⅛⁸ ╩ ∫≡ ⅝ ⅝ ╩ ∆╢⅛⁸™

∏╣─ ╩≤╢⅛≤™℮ ⁹ 
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基準に反映され、既設原発にも適用されていくこととなるため、これまでに参考図10 の

とおり13件のバックフィットが実施されている。 

こうした13 件のバックフィット投資案件のうち、参考図10 の１の「2013年 7 月に施

行された新規制基準に対応するための投資案件」は、投資金額が一定程度巨額とな

り、実際に一部の原発については廃炉に至った案件も存在することから、上記の「投資

金額が一定程度巨額となり、休廃止を含めた投資判断が必要となるような案件」に該

当すると考えられる。 

 

（参考図10）バックフィット事例一覧 

 

 

したがって、第２回入札の対象に追加するのは「2013年 7 月に施行された新規制

基準に対応するための投資案件11」とし、今後、新たなバックフィットが行われた際や、

巨額の自主的安全性向上投資が行われる際に、必要に応じて、本制度への対象の追

加の必要性を検討することとした。 

なお、A のその他のバックフィット投資案件や、B の自主的安全性向上投資は、そ

れのみでは本制度の対象にはならないが、 A の「2013年 7 月に施行された新規制基

準に対応するための投資案件」として本制度に参加する場合は、当該投資と併せて行

 
11 │ ─ ╩ ≤⇔≡™╢↓≤⅛╠⁸ ≢│ ╘

≡ ∆╢ ─ ⅜ ≤⌂╢⁹ 
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うA のその他のバックフィット投資や、B７の自主的安全性向上投資は、以下の点を踏

まえ、応札価格に算入できることとした。 

ü 他市場収益の約９割は還付が必要となるため、応札価格に算入不可となれ

ば、これらの投資の回収は不可能となり、投資できなくなる。 

ü 過度に応札価格に算入すれば不落札リスクが高まるため、無駄な投資を助長

することにはならない。 

また、既設揚水の大規模改修案件と同様に、使用を継続する部分の設備の残存簿

価は応札価格に算入できることとした。 

 

（参考図11）具体的な対象範囲 

 

 

（b- 2） 事業者間の公平性 

（b- 1）の整理とした場合、既に再稼働した既設原発は本制度に参加不可となり、ま

だ再稼働していない既設原発は参加可能となるが、こうした事業者間の公平性につい

ては、以下の２点を考慮すれば、一定の公平性は確保されると考えられる。 

ü 本制度では固定費に対して支援を受けることでローリスクとなる代わりに、他

市場収益の約９割の還付を求めることでローリターンとなることから、必ずしも

収益性が改善する訳でもない。 

ü これまでに再稼働した既設原発も、今後、新たな知見が得られ、バックフィット

として規制基準に反映され、その追加された基準に対応するための投資案件

が本制度の対象に追加された場合には、本制度に参加可能12となる。 

 

（参考図12）事業者間の公平性 

 
 

 
12 ∕─ │⁸ ⌐ ∫√ ⌐ ╢ ╙ ┼─ ⅜ ⁹ 
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（c） 一般水力 

既設の水力発電所は、東日本大震災前から日本のエネルギーミックスの10％弱を

担ってきた重要なゼロエミ電源である。 

水力のうち、一般水力（自流式・貯水式）は、FIT/FIP 制度において３万 kW未満の

新設・リプレース案件を対象とし、長期脱炭素電源オークションでは10万 kW以上の

新設・リプレース案件を対象として、投資促進を図っている。 

また、揚水は、蓄電池と同様に変動再エネの調整力として重要性が増していること

から、蓄電池と同じ競争条件とするべく、本制度では最低入札容量を３万 kW13と低めに

設定し、新設・リプレース及び大規模改修案件9 を対象としている。 

今後も、水力発電を我が国における重要なゼロエミ電源として位置付けていくため

には、３万 kW未満の中小一般水力は、開発できる地点が多く残されており、FIT/FIP

制度を通じて新規地点の開発を着実に進めていく必要がある。 

一方で、３万 kW以上の大規模一般水力については、既に多くの地点で開発が進め

られ、新たなダムを建設できる場所は限定的であることから、既設の水力発電所を長

期間有効活用していくことが重要である。このため、３万 kW以上 10 万 kW未満の一

般水力の新設・リプレース案件を新たに対象に追加することについて、検討することと

した。 

 

（参考図13）一般水力、揚水における各制度の対象範囲 

 

 

我が国に存在する一般水力（自流式・貯水式）のうち、３万 kW以上 10万 kW未満

の容量を有するものは753万 kWと全体の３割超を占め、一定の規模を有する。 

こうした一般水力を中長期にわたって維持していくことは、電源の脱炭素化の観点

から大変重要であることから、３万 kW以上 10万 kW未満の一般水力の新設・リプレー

ス案件を、新たに本制度の対象に追加することとした。 

 

   

  

 
13 ≢│ 1 kW ∞∫√⅜⁸(d)─ ⌐╟╡⁸ 2 ⅛╠ 3 kW ⌐ ⁹ 
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 （参考図14）既存一般水力のポテンシャル 

 

 

（d） 揚水・蓄電池 

本制度は、巨額の初期投資の回収に対して長期的な収入の予見可能性を付与す

るものであり、入札価格の監視や、運転開始後の他市場収益の還付手続きなど、制度

の運用コストが一定程度必要になることを踏まえ、最低入札容量を10万 kW（送電端

設備容量ベース）に設定した。 

ただし、初回入札における蓄電池の最低入札容量は、直近の導入状況（補助金制

度における採択案件の平均容量1.9万 kW）に鑑み、現実的に応札案件が想定される

水準として、１万 kW（送電端設備容量ベース）と設定14した。 

初回入札に応札した蓄電池案件の設備容量（送電端）は、平均3.5万 kWであっ

た。これを踏まえ、本制度では原則10万 kW以上の大規模な電源投資案件を対象と

していることから、第２回入札では、蓄電池・揚水の最低入札容量を引き上げ、一般水

力と同様の３万 kW（送電端設備容量ベース）とした15。  

 

（参考図15）初回入札に応札した案件の設備容量 

 

 

 
14 ╙⁸ ∂ ≤∆╢═ↄ⁸ kW ≤ ⁹ 
15 ─ ─₈ ₉≢ ╩ √∕℮≤∆╢ ⁸ ─

│⁸ ה ─ ─ kW ⱬכ☻ ≤⇔≡™√⅜⁸

kW ⱬכ☻ ⌐ ⅝ →╢⁹ 
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上記の整理により、第２回入札の最低入札容量は、参考図16（赤字部分が変更点）のと

おりとなる。 

 

（参考図16）最低入札容量のまとめ 

 
 

（e） 合成メタン、CCS付火力 

合成メタン・CCS付火力は、本制度の対象であるが、現時点では応札案件が想定さ

れないことや、上限価格の設定が困難（CCSは、固定費・可変費の整理など、プロジェ

クトのコスト構造が未定）であることを踏まえ、初回入札では対象外として整理し、今後

応札が想定されるタイミングまでに、上限価格やリクワイアメント等の論点を整理するこ

ととしている。 

こうした事情は現時点においても大きな変更はないことから、第２回入札でも対象外

とし、検討を継続することとした。 

 

③募集量 

（a） 脱炭素電源の募集量 

初回入札の脱炭素電源の募集量は、以下の点を踏まえ、400万 kW（応札容量ベー

ス）とした。 

ü 2050年カーボンニュートラルを達成するためには、足元の容量市場で確保さ

れている約1.2億 kWの化石電源の全てを20年程度で脱炭素電源に置き換

えていくとすると、年平均で約600万 kW程度の導入が必要。 
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ü 一方で、今後のイノベーションにより効率的に導入することが可能となる可能

性もあることから、本制度の初期段階における脱炭素電源の募集量は、スモー

ルスタートを基本としていくべき。 

初回入札の応札容量は、募集量の２倍弱となる780万 kWとなり、募集量を大幅に

超えた。 

第２回入札から、「既設原発の安全対策投資」や「３万 kW以上 10万 kW未満の一

般水力の新設・リプレース案件」が新たに本制度の対象に追加された場合、応札容量

は数百万 kWレベルで大幅に増加する可能性がある。 

また、 本年１月に広域機関が公表した今後10年間の電力需要の想定は、データ

センターや半導体工場の新増設等により大幅増となり、人口減少や節電・省エネ等に

より減少傾向を見込んでいた昨年までの見通しから一変した。このため、電源投資の

必要性は従来以上に高まっている。 

これらの点を踏まえ、第２回入札の募集量は、初回入札の募集量400万 kWを超え

る水準として、500万 kW（応札容量ベース）16に設定することとした。 

 

（参考図17）需要電力量（全国合計）の想定 

 

 

（b） 脱炭素電源の募集量のうち、「既設火力の改修案件」「蓄電池・揚水」「既設原子力

の安全対策投資」の募集上限 

初回入札では、「既設火力の改修案件」と「蓄電池・揚水」は、必ずしも短期的な供

給力の増加には寄与しないこと、供給力としての価値が限定的であることを踏まえ、そ

れぞれ 100万 kW（応札容量ベース。全体の1/4）の募集上限を設定した。 

 
ה 16 ╩ ← ─ ™│⁸LNG ╙ ╘≡⁸ ─ ™≤ ≤

⇔√⁹ 
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「既設火力の改修案件」は、初回入札の応募容量・落札容量が82万 kWと、募集

上限の 100万 kWに届かなかったが、引き続き水素・アンモニア等への投資を促進す

るため、初回入札と同じ水準として募集上限を100万 kWとした。 

「蓄電池・揚水」は、初回入札では、応札容量が539万 kWと、募集上限100万 kW

を大きく超える応札・落札があったことを踏まえ、⑥（b）蓄電池に対する規律の在り方

のとおり事業規律の確保を求めると共に募集上限を増加させることとした。 

ただし、本制度はkW当たりの価格で競争する仕組みであるため、長時間の運転継

続ができる蓄電池より、短時間の運転継続しかできない蓄電池の方が価格面で有利と

なるが、再エネの出力制御量の抑制に活用することを考慮すれば、長周期変動にも対

応しやすい長時間の運転継続ができる蓄電池の導入を促進していくことが必要と考え

られる。このため、蓄電池・揚水の募集上限は、運転継続時間が３時間以上６時間未

満の案件の募集上限と、運転継続時間が6 時間以上の案件の募集上限に分けて設

定することとし、それぞれの募集上限を75 万 kWとした。 

また、第２回入札から対象に追加する「既設原発の安全対策投資」は、新設・リプレ

ース案件と同様に、投資によって発電所全体のkWが新たに供給力として活用できる

ようになるものの、既に、最初の運転開始から一定期間経過している点が新設・リプレ

ース案件と異なる。既設原発の再稼働を加速しつつ、脱炭素電源の新設・リプレースを

着実に進める観点から、既設原発の安全対策投資については、一定の募集上限を設

定することとして、募集上限を200万 kWとした。 

なお、落札電源の総容量が脱炭素電源の募集量に達しない場合の扱いについて

は、初回入札と同様に、募集上限を超えて落札することとした17。  

ただし、その場合でも、蓄電池・揚水については、「放電・発電のためには蓄電・ポン

プアップが必要であり、供給力としての価値が限定的である」という募集上限を設定し

ている理由を踏まえ、募集上限を超えて落札するのは最大でもそれぞれの募集上限

の２倍まで（跨ぐ案件を含む）とした。 

 

（参考図18）2024年度の脱炭素電源の募集量の全体像 

 

 

（c） LNG専焼火力の募集量 

LNG専焼火力の募集量については、火力発電の供給力が2030年までに約900万

kW減少する可能性があること、2030年のエネルギーミックスでは足元で７割強を占め

 
17 √⌐ ╩ ↑╢₈ ─ ₉╙ ⁹ 
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る火力比率を約４割に引き下げることとしていること等を鑑み、2023－2025年度の３年

間で 600万 kWの募集としていた。 

初回入札では、募集量600万 kWに対して落札容量575万 kWと、募集量の大半

を占める結果となった。 

他方、LNG専焼火力の募集量の議論を行ったときからの状況の変化として、電

力広域的運営推進機関が 2024年１月に公表した今後10年間の電力需要の想定

は、データセンターの新増設等により、増加する見通しとなった。 

また、2031年以降についても、引き続き、既存の高経年の火力電源の退出が進展

していくと考えられるなど、2030年やそれ以降を見据えた際の供給力の確保について

は予断を許さない。 

以上を踏まえ、LNG専焼火力の募集量については、増加させる方向で検討を進め

ることとした。 

具体的な電力需要は、足元2023年度から2030年度にかけて、年間の最大需要

電力が 461万 kW増加すると見込んでおり、これに対応するための追加供給力を確保

する必要があると考えられる。 

これに加え、太陽光の発電量が減少し予備率が低下する点灯帯における供給力は

火力が中心であることを踏まえ、非化石電源の導入拡大を前提としつつ、更に安定供

給に万全を期す観点から、400万 kWを追加募集することとした。 

なお、募集方法については、応札案件間の価格競争を促す観点から、2024年度・

2025年度のオークションで200万 kWずつ追加募集することとした18。 

また、供給力提供開始期限について、初回入札では短期的な供給力の確保を目的

としていたため、供給力提供開始期限は６年と設定していたものの、今後中期的な供

給力確保を行うことや、初回入札の結果によりメーカー側の工事ひっ迫も想定され、現

状の期限６年では応札案件が限定される可能性もあることなどから、LNG専焼火力の

供給力提供開始期限を延長する方向で検討を進めることとした。 

LNG専焼火力への支援は、電力安定供給に万全を期すための緊急的な支援であ

ることを踏まえ、短期での供給力提供を求めることが基本である。他方、電力需要の見

通しが増加に転じたことなどを踏まえると、安定的な供給力を中長期的に確保すること

の重要性も増している。 

また、発電事業者へのヒアリング等において、本オークションの結果等によるプラン

トメーカーのリソースのひっ迫に対する懸念の声が聞かれている。こうした情勢変化を

踏まえ、引き続き応札案件を安定的に確保するため、供給力提供開始期限を２年延長

し、８年と設定した。 

 

 
18 24 │⁸ 200 kW ⌐⁸23 ─fiꜛ◦◒כ○ 24

kW ╩ ⇔⁸ 224 kW ≤⌂╢⁹ 
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④入札価格の在り方 

（a） 他市場収益の還付割合 

本制度の落札電源については、実際の他市場収益の約９割を広域機関に還付する

こととしているが、具体的には、次のように年間の他市場収益の多寡に応じて、還付率

を３段階に分けることとしている。 

（A） 実際の他市場収益のうち、応札価格に織り込まれている「事業報酬（円/

年）」までの部分は、その95%を還付 

（B） 実際の他市場収益が、「契約単価×契約容量」と供給力提供年度におけ

る「容量市場のメインオークション価格（当該電源が立地するエリアプライ

ス）×契約容量」の差額を超える場合は、メインオークションよりも国民負

担が小さくなることがあることを踏まえ、その超過額分の85％を還付 

（C） (A)と(B)の間の他市場収益は、その90％を還付 

 

（参考図19）他市場収益の還付割合 

 

 

ただし、本制度の落札価格（契約単価）が小さい場合には、（A）と（B）が重なり合う

場合も想定されるため、この場合の扱いを整理した。 

参考図 20の左図のように、「契約単価ーメインオークション価格 ＜事業報酬」の

場合は、（A）と（B）が重なり合うため、重複部分を（A)の 95%還付とする方法と、（B）の

85％還付とする方法の２通りが考えられる。この重複部分は、（B）を設定した趣旨（メイ

ンオークションよりも国民負担が小さくなることがある）を踏まえ、（B）の85%還付とする

こととした。 
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また、参考図20 の右図のように、「契約単価ーメインオークション価格＜０」の場合

にも、（A）と（B）が重なり合うが、上記と同様に、重複部分は（B）の85%還付とすること

とした。 

なお、上記の整理は、初回入札の落札電源でも該当しうることから、初回入札の落

札電源にも適用することとした。 

 

（参考図20）還付割合が重なる場合の扱い 

 

 

（b） FIT認定を受けているバイオマス混焼の石炭火力の扱い 

FIT認定を受けているバイオマス混焼の石炭火力について、石炭部分のkWをアン

モニア混焼等に改修する場合、（改修する石炭部分の）残存簿価は、FIT支援を受け続

けているバイオマス部分の収入により、石炭部分の残存簿価を回収できる可能性があ

ることを踏まえ、応札価格に算入することは認めないこととしている。 

しかし、バイオマス部分についてFIT制度による支援から外れる場合は、以下の点

を踏まえ、石炭部分の残存簿価を本制度の応札価格に算入できることとした。 

A) FIT制度による支援から外れる場合には、バイオマス部分の収入によって石

炭部分の残存簿価を回収できる可能性は低い。 

B) 改修する石炭部分の残存簿価を本制度の価格に算入できない場合には、ア

ンモニア混焼等に改修する上で強いディスインセンティブとなりうる。 

C) メインオークションにおいて、バイオマス部分についてFIT制度による支援か

ら外れる場合19は、全量を参加可能となっており、石炭部分の残存簿価も回収

しうる。 

  

 
19 ↓─ ⁸ FIT ─ ╩ ↑╢↓≤│ ≤⌂╢⁹ 
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また、メインオークションでは、バイオマス部分についてFIT制度の支援から外れる

手続きは、実需給開始前に行うこととされており、実需給開始前はFIT制度の支援を

受けることが可能となっている。 

これに倣い、本制度でも、FIT制度の支援から外れる時点を、「実際の制度適用期

間の期首までの間」とした場合、応札時点で想定していた運転開始予定時期よりも、実

際の運転開始時期が遅れると、FIT制度の支援期間も延び、本制度の応札価格に算

入した残存簿価を、FIT制度により回収しうることとなる。 

よって、FIT制度の支援から外れる時点は、「応札時に設定した制度適用期間の開

始時点までの間」とした。 

 

（参考図21）FIT制度の支援から外れる時点 

 

 

（c） 相対契約の規律 

本制度では、実際の他市場収入を相対契約によって得ようとする場合は、意図的に

他市場収益を発生させないようにして還付を回避することを防止するため、（A）内外無

差別規律と（B）市場価格規律のいずれかの規律を満たす必要がある。 

このうち「（A）内外無差別規律」は、社内・グループ内の存在を前提とした概念であ

るため、社内・グループ内に小売部門を持たない場合、又は、社内・グループ内の小売

部門を卸売の対象としない場合には、この「（A）内外無差別規律」を採用することがで

きず、「（B）市場価格規律」しか採用することができなくなってしまうが、これは不適切で

ある。 

したがって、「（A）内外無差別規律」を「（A）無差別規律」に改め、社内・グループ内

の存在の如何に関わらず、社外・グループ外のみが交渉相手となる場合も含めて、無

差別に電力販売を行い決定された価格となっていること、とした規律に改めることとし

た。 
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⑤上限価格 

（a） 水素発電 

初回入札における水素発電の上限価格は、LNG火力の発電コスト検証の固定

費をベースとして、「国内の燃料関連設備等20」のコス トを加算して設定した。 

②（a）（a- 1）上流側のコストのうち、固定費に当たる部分の扱いのとおり、水素・アン

モニア等の上流側の固定費については、燃料費として支払う費用のうち、固定費と認

められる合理的な説明があった部分については、本制度の応札価格に算入することを

認めると整理したことを踏まえ、第２回入札における水素発電の上限価格は、上記に

加え、公表されている「海外の上流設備21」のコストを加算して設定することとした。 

なお、海外の上流設備は、グレー・ブルー・グリーンといった水素の製造方法によっ

て異なるため、上限価格を別々に設定することも考えられる。しかし、ブルー水素とグリ

ーン水素を混合で調達することが考えられることを踏まえると、第2 回入札では、グリ

ーン水素の諸元（参考図 23 参照）をベースとして、参考図 22 のとおり、新設案件と既

設火力の改修案件でそれぞれ１つの上限価格を設定することとした。 

ただし、新設案件の上限価格（初回入札では4.8万円/kW/ 年）を10万円/kW/ 年と

した場合、第2 回入札の時点では、水素・アンモニアについては別途「価格差に着目し

た支援制度」が存在し、上流コストの全部又は一部は当該制度から支援を受けること

ができることから、当該支援を受ける案件に対してまで、本制度の上限価格を10万円

/kW/ 年とするのは過剰とも考えられる。 

したがって、新設案件の上限価格は、上流コストを除いたコスト部分（その部分の事

業報酬含む）の上限価格を5.0万円/kW/ 年22とし、上流コストを含む水素発電全体とし

ての上限価格は 10万円/kW/ 年とした。 

 

（参考図22）水素の上限価格 

 

 

  

 
20 ♃fi◒⁸ ●☻Ɽ▬ⱪꜝ▬fi⁸ ─ │ ─  
21 ⁸ │כꜟⱩהכ꜠◓⁸ ●☻ │fiכꜞ◓⁸

ה ◄Ⱡ  
22 ─ 4.8 /kW/ ─ ⌐⁸2023 ╕≢─

♦ⱨ꜠כ♃כ ╩ ⇔≡  
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（参考図23）水素の上限価格の諸元 

 
（参考図24）水素の燃料関連設備の建設費の試算 
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（参考図25）水素の燃料設備の改造費の試算 

 

 

（参考図26）既設火力の改修の場合の修繕費・諸費の計算方法 

 

 

（参考図27）グレー・ブルー水素の海外の上流関連設備の固定費の試算 
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（参考図28）グリーン水素の海外の上流関連設備の固定費の試算 

 

 

（b） アンモニア発電 

初回入札におけるアンモニア発電の上限価格は、石炭火力の発電コスト検証の固

定費をベースとして、「国内の燃料関連設備等23」のコストを加味して設定した。 

第２回入札におけるアンモニア発電の上限価格は、水素発電と同様に、上記に加

え、公表されている「海外の上流設備24」のコストを加算し、参考図 29 のとおり上限価

格25を設定することとした。 

  

 
ה 23 ה ⁸ ⌐⅔↑╢ ─  
24 ▪fi⸗♬▪ ⁸▪fi⸗♬▪ ⁸ ⁸Ⱪꜟ │

●☻ │fiכꜞ◓⁸ ה ◄Ⱡ  
25 ≤ ─▪♬⸗fi▪fiכꜞ◓⁸⌐ ╩ⱬ⁸≡⇔≥☻כ ╩ ∆╢⁹ 
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（参考図29）既設火力をアンモニア混焼にするための上限価格 

 
 

（参考図30）グレー・ブルーアンモニアの海外の上流関連設備の固定費の試算 
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（参考図31）グリーンアンモニアの海外の上流関連設備の固定費の試算 

 

 

（c） バイオマス発電 

初回入札における「新設のバイオマス発電」の上限価格は、発電コスト検証の固定

費をベースとして設定し、「既設火力をバイオマス専焼にするための改修案件」の上限

価格は、発電コスト検証の固定費をベースとし、ボイラ燃焼設備と受入・投入設備の改

造費のコストを加味して設定した。 

第２回入札におけるバイオマス発電の上限価格は、水素発電と同様に、上記に加

え、公表されている「海外の上流設備（木質ペレット生産設備）」のコストを加算して設

定することとした。 

（参考図32）バイオマスの上限価格 
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（参考図33）バイオマスの海外の上流関連設備の固定費の試算 

 

 

（d） 既設原子力発電の安全対策投資 

②（b）（b- 1）既設原子力発電所の安全対策投資の扱いのとおり、第２回入札の

対象に追加する既設原発の安全対策投資の具体的な対象範囲は、 「2013年７月

に施行された新規制基準に対応するための投資案件26」と整理した。 

本制度における上限価格は、基本的に、電源種毎に直近（2021年）の発電コスト検

証の数値をベースとして、電源の投資インセンティブに十分な価格水準・国民負担の観

点から、その1.5倍の水準で上限価格を設定することとしている。 

したがって、既設原発の安全対策投資の上限価格について、発電コスト検証におけ

る原子力のコストの内の追加的安全対策費（モデルプラント補正前の2,000億円/ 基）

をベースとして、その1.5倍の水準とすることが考えられる。 

一方で、既に原子炉等規制法の設置変更許可を取得し、再稼働の地元理解が表

明されている案件の中では、原子力の新設案件の建設費と同程度の水準となるような

ケースがある27。 

したがって、既設原発の安全対策投資は、原子力の新設案件と同じ上限価格の下

で競争し、経済合理性のある案件が本制度の支援対象となり得ることとした。 

 

  

 
26 │ ─ ╩ ≤⇔≡™╢↓≤⅛╠⁸ ≢│ ╘

≡ ∆╢ ─ ⅜ ≤⌂╢⁹ 
27 ◖☻♩ ─ ─ ( )│ 6,796 ⁹ ─

│ 7,100  
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（参考図34）既設原発の安全対策投資の上限価格 

 

 

（e） 一般水力 

初回入札の一般水力の上限価格は、直近の10万 kW以上の開発案件の実績を元

に、算定していた。 

②（c）一般水力のとおり、一般水力（自流式・貯水式）は３万 kW以上 10万 kW未満

の一般水力の新設・リプレース案件を対象に追加するため、第２回入札の一般水力の

上限価格は、３万 kW以上の一般水力を対象として事務局において調査した４プラント

の実績を元に、平均固定費（資本費＋運転維持費＋事業報酬）の1.5倍として、上限

価格を設定することとした。 

（参考図35）一般水力の上限価格 

 

 

（f） 揚水・蓄電池 

初回入札では、蓄電池の新設・リプレース案件と揚水のリプレース案件の共通の上

限価格は、以下の考え方により算定した。 

ü 資源エネルギー庁が実施した予算事業にて採択された蓄電池の新設案件（平

均運転継続時間は 3 時間）の申請情報（建設費、運転維持費）を元に算出した
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単価（円/kW/ 年）を、各エリアの運転継続時間3 時間の調整係数で除して算

定。 

③（b）脱炭素電源の募集量のうち、「既設火力の改修案件」「蓄電池・揚水」「既設原

子力の安全対策投資」の募集上限のとおり、蓄電池・揚水の募集上限を、運転継続時

間が 3 時間以上 6 時間未満の案件と、運転継続時間が6 時間以上の案件とで、別々

に設定する場合、上限価格も（運転継続時間の長さによってコスト構造が異なることか

ら）以下のとおり別々に設定することとした。 

ü 運転継続時間が３時間以上６時間未満の案件：初回入札の上限価格と同様に

算定 

ü 運転継続時間が６時間以上の案件：初回入札の諸元を元に、建設費が2 倍と

なる前提28で、算定 

 

（参考図36）揚水・蓄電池の上限価格 

 

 

  

 
28 ─ ⌐⅔™≡ ↕╣√ ─ ≢│⁸

─ │⌂™√╘⁹ 
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（参考図37）揚水・蓄電池の上限価格の諸元 

 

 

（g） 上限価格の一覧 

第２回入札における電源種毎の上限価格は以下のとおり。 

 

（参考図38）上限価格一覧 
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（参考図39）上限価格の諸元一覧 

 

 

⑥リクワイアメント・ペナルティ等 

（a） 供給力提供開始期限 

本制度では、落札した電源に対して、電源種毎に設定された供給力提供開始期限

までに供給力を提供開始することを求めている。 

供給力提供開始期限は、電源種ごとの建設リードタイムの実態を踏まえ設定してお

り、「法・条例アセス済・不要の案件」と「それ以外の案件」との間で差を設けている。 

初回入札では、国内の陸揚げ以降の設備の固定費が本制度の支援対象であった

ため、法・条例アセスは国内の手続を想定していたが、第２回以降の入札では、海外

の上流設備も本制度の支援対象となるため、海外の環境アセスメントの手続が必要と

なる場合も想定される。 

したがって、「法・条例アセス済・不要の案件」に該当するか否かの判断は、海外の

環境アセスメントの手続の実施状況・要否も含めて判断することとした。 
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（参考図40）第２回オークションにおける供給力提供開始期限 

 
 

（b） 蓄電池に対する規律の在り方 

本制度で導入される再エネについては、基本的にFIT/FIP 制度で課されている規

律を求め、事業規律の確保を求めることとしている。本制度で導入される蓄電池につい

ても、資源エネルギー庁が実施している蓄電池の導入支援事業（補助金）と整合性の

ある形で、事業規律の確保を求めることとした。 

 

（参考図41）蓄電池の導入支援事業（補助金）の公募要領（抜粋） 
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電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会開催状況 

 

開催回数 開催日時 議題 

第 1 回 平成 29 年 3 月 6 日 

 

（1）今後の市場整備の方向性について 

（2）詳細設計を行う上での留意事項について 

（3）今後の進め方について 

第 2 回 平成 29 年 3 月 28 日 

 

（1）事業者ヒアリングについて 

（2）その他 

第 3 回 平成 29 年 4 月 10 日 

 

（1）事業者ヒアリングについて 

（2）地域間連系線の利用ルール等に関する検討会  

平成 28 年度（2016年度）中間取りまとめについて 

第 4 回 平成 29 年 4 月 20 日 

 

（1）事業者ヒアリングについて 

（2）その他 

第 5 回 平成 29 年 5 月 15 日 

 

（1）事業者ヒアリングについて 

（2）意見募集の結果について 

（3）その他 

第 6 回 平成 29 年 5 月 22 日 

 

（1）海外有識者ヒアリングについて  

（2）事業者ヒアリングについて  

（3）その他 

第 7 回 平成 29 年 6 月 6 日 

 

（1）需給調整市場について 

（2）インバランス制度について 

第 8 回 平成 29 年 6 月 30 日 

 

（1）ベースロード電源市場について 

（2）その他 

第 9 回 平成 29 年 7 月 26 日 

 

（1）インバランスの当面の見直しについて 

（2）間接オークション導入に伴う会計上の整理について 

（3）既存契約見直し指針について 

（4）中間論点整理（案） 

第 10回 平成 29 年 9 月 6 日 容量市場について 

第 11回 平成 29 年 9 月 19 日 需給調整市場について 

第 12回 平成 29 年 10 月 6 日 容量市場について  

第 13回 平成 29 年 10 月 30 日 （1）間接送電権について 

（2）ベースロード電源市場について 

第 14回 平成 29 年 11 月 10 日 （1）需給調整市場について 

（2）容量市場について 

第 15回 平成 29 年 11 月 28 日 （1）需給調整市場について 
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（2）非化石価値取引市場について 

（3）その他 

第 16回 平成 29 年 12 月 12 日 （1）容量市場について 

（2）ベースロード電源市場について 

第 17回 平成 29 年 12 月 26 日 （1）中間論点整理（第2 次）（案）及び非化石価値取引市

場について（案） 

（2）各市場等の制度設計に係る意見募集のご案内につ

いて 

第 18回 平成 30 年 1 月 30 日 事業者ヒアリングについて 

第 19回 平成 30 年 3 月 2 日 （1）事業者・団体ヒアリングについて 

（2）意見募集の結果について 

第 20回 平成 30 年 3 月 23 日 （1）需給調整市場について 

（2）容量市場について 

（3）その他 

第 21回 平成 30 年 4 月 10 日 （1）間接送電権について 

（2）容量市場について 

第 22回 平成 30 年 4 月 26 日 （1）間接送電権について 

（2）容量市場に関する既存契約見直し指針について 

（3）ベースロード電源市場について 

（4）その他 

第 23回 平成 30 年 5 月 18 日 （1）容量市場について 

（2）中間とりまとめについて 

第 24回 平成 30 年 7 月 17 日 （1）中間とりまとめに関するパブリックコメントについて 

（2）需給調整市場について 

（3）その他 

第 25回 平成 30 年 10 月 22 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）その他 

第 26回 平成 30 年 11 月 26 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）間接送電権について 

第 27回 平成 30 年 12 月 17 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）容量市場について 

第 28回 平成 31 年 1 月 30 日 （1）容量市場について 

（2）非化石価値取引市場について 

（3）需給調整市場について 

第 29回 平成 31 年 2 月 28 日 （1）容量市場について 

（2）非化石価値取引市場について 
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（3）ベースロード市場について 

（4）東北東京間連系線に係わる特定負担者の取り扱い

の明確化について 

第 30回 平成 31 年 3 月 19 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）容量市場について 

（3）ベースロード市場について 

第 31回 平成 31 年 4 月 22 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）容量市場について 

（3）その他 

第 32回 令和元年 5 月 31 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）第二次中間とりまとめについて 

（3）その他 

第 33 回 令和元年 7 月 25 日 （1）第二次中間とりまとめに関するパブリックコメントについて 

（2）ベースロード市場について 

（3）非化石価値取引市場について 

（4）事業者ヒアリングについて 

第 34回 令和元年 9 月 13 日 （1）容量市場について 

（2）その他 

第 35回 令和元年 10 月 28 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）ベースロード市場について 

（3）容量市場について 

第 36回 令和元年 12 月 6 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）間接送電権について 

（3）容量市場について 

第 37回 令和元年 12 月 24 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）ベースロード市場について 

第 38回 令和 2 年 1 月 31 日 （1）容量市場について 

（2）非化石価値取引市場について 

（3）需給調整市場について 

第 39回 令和 2 年 4 月 7 日 （1）容量市場について 

（2）ベースロード市場について 

第 40回 令和 2 年 5 月 29 日 （1）容量市場について 

（2）第三次中間とりまとめ（案）について 

第 41 回 令和 2 年 7 月 31 日 （1）第三次中間とりまとめに関するパブリックコメントにつ

いて 

（2）非化石価値取引市場について 
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（3）非効率石炭のフェードアウトに向けた検討について 

第 42 回 令和 2 年 9 月 17 日 （1）容量市場について 

（2）非化石価値取引市場について 

第 43回 令和 2 年 10 月 13 日 （1）容量市場について 

（2）需給調整市場について 

第 44回 令和 2 年 11 月 27 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）容量市場について 

第 45回 令和 2 年 12 月 24 日 容量市場について 

第 46 回 令和 3 年 1 月 25 日 容量市場について 

第 47 回 令和 3 年 3 月 1 日 

 

（1）容量市場について 

（2）非化石価値取引市場について 

第 48 回 令和 3 年 3 月 26 日 （1）容量市場について 

（2）非化石価値取引市場について 

（3）ベースロード市場について 

第 49 回 令和 3 年 4 月 15 日 （1）容量市場について 

（2）非化石価値取引市場について 

第 50回 令和 3 年 4 月 26 日 （1）第四次中間とりまとめ（案）について 

（2）非化石価値取引市場について 

（3）需給調整市場について 

第 51回 令和 3 年 5 月 26 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）2021 年度夏季及び冬季の電力需給の見通しと対策

について 

第 52回 令和 3 年 6 月 14 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）容量市場について 

（3）第四次中間とりまとめに関するパブリックコメントにつ

いて 

第 53回 令和 3 年 7 月 5 日 第５次中間とりまとめ（案）について 

第 54回 令和 3 年 7 月 16 日 

 

（1）今後の供給力確保策について 

（2）非化石価値取引市場について 

第 55回 令和 3 年 8 月 5 日 （1）ベースロード市場について 

（2）非化石価値取引市場について 

第 56回 令和 3 年 8 月 27 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）2022年度の需給見通し・供給力確保策について 

（3）第 5 次中間とりまとめに関するパブリックコメントにつ

いて 

第 57回 令和 3 年 9 月 24 日 （1）非化石価値取引市場について 
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（2）2020 年度の高度化法に基づく達成計画の報告につ

いて 

（3）2021年度冬季に向けた供給力確保策について 

（4）需給調整市場の取引状況 

第 58回 令和 3 年 10 月 12 日 第６次中間取りまとめ（案）について 

第 59回 令和 3 年 11 月 29 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）今冬の電力需給対策及び今後の電力システムの主

な課題について 

第 60回 令和 3 年 12 月 22 日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）容量市場について 

（3）電源投資の確保について 

第 61回 令和 4 年 1 月 21 日 （1）容量市場について 

（2）電源投資の確保について 

（3）非化石価値取引市場について 

第 62回 令和 4 年 2 月 17 日 （1）容量市場について 

（2）電源投資の確保について 

（3）非化石価値取引市場について 

第 63回 令和 4 年 3 月 16 日 （1）容量市場について 

（2）ベースロード市場について 

（3）非化石価値取引市場について 

第 64回 令和 4 年 4 月 25 日 （1）容量市場について 

（2）ベースロード市場について 

（3）非化石価値取引市場について 

第 65回 令和 4 年 5 月 25 日 （1）ベースロード市場について 

（2）容量市場について 

（3）電源投資の確保について 

第 66回 令和 4 年 6 月 8 日 第７次中間取りまとめ（案）について 

第 67回 令和 4 年 6 月 22 日 （1）ベースロード市場について 

（2）容量市場について 

（3）電源投資の確保について 

（4）非化石価値取引市場について 

第 68回 令和 4 年 7 月 14 日 （1）電源投資の確保について 

（2）非化石価値取引について 

（3）需給調整市場について 

（4）容量市場について 

（5）第七次中間とりまとめに関するパブリックコメントにつ
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いて 

第 69回 令和 4 年 8 月 26 日 （1）ベースロード市場について 

（2）需給調整市場について 

（3）非化石価値取引について 

第 70 回 令和 4 年 10 月 3 日 （1）ベースロード市場について 

（2）予備電源について 

（3）長期脱炭素電源オークションについて 

（4）第八次中間とりまとめに関するパブリックコメントにつ

いて 

（5）非化石価値取引について 

第 71 回 令和 4 年 10 月 31 日 （1）ベースロード市場について 

（2）予備電源について 

（3）長期脱炭素電源オークションについて 

（4）非化石価値取引について 

第 72 回 令和 4 年 11 月 30 日 （1）ベースロード市場について 

（2）予備電源について 

（3）容量市場について 

（4）長期脱炭素電源オークションについて 

（5）非化石価値取引について 

第 73 回 令和 4 年 12 月 21 日 （1）ベースロード市場について 

（2）需給調整市場について 

（3）予備電源について 

（4）容量市場について 

（5）長期脱炭素電源オークションについて 

（6）非化石価値取引について 

第 74 回 令和 5 年 1 月 13 日 第九次中間取りまとめ（案）について 

第 75 回 令和 5 年 1 月 27 日 （1）ベースロード市場について 

（2）需給調整市場について 

（3）予備電源について 

（4）容量市場について 

第 76 回 令和 5 年 2 月 27 日 （1）予備電源について 

（2）容量市場について 

（3）ベースロード市場について 

第 77回 令和 5 年 4 月 5 日 （1）長期脱炭素電源オークションについて 

（2）非化石価値取引について 

（3）予備電源について 



 

51 

（4）容量市場について 

（5）ベースロード市場について 

第 78回 令和 5 年 4 月 26 日 （1）高度化法義務達成市場について 

（2）容量市場について 

（3）予備電源について 

（4）ベースロード市場について 

第 79回 令和 5 年 5 月 25 日 （1）容量市場について 

（2）予備電源について 

（3）ベースロード市場について 

（4）高度化法義務達成市場について 

第 80回 令和 5 年 6 月 6 日 第十二次中間とりまとめ（案）について 

第 81回 令和 5 年 6 月 21 日 （1）予備電源について 

（2）容量市場について 

（3）ベースロード市場について 

（4）第十一次中間とりまとめ等に関するパブリックコメント

について 

（5）長期脱炭素電源オークションについて 

第 82回 令和 5 年 7 月 7 日 第十三次中間とりまとめ（案）について 

第 83回 令和 5 年 7 月 31 日 （1）需給調整市場について 

（2）容量市場について 

（3）予備電源について 

（4）ベースロード市場について 

第 84回 令和 5 年 9 月 11 日 （1）高度化法第一フェーズ中間達成状況の評価につい

て 

（2）非化石価値取引について 

（3）予備電源について 

（4）需給調整市場について 

（5）ベースロード市場について 

第 85回 令和 5 年 10 月 13 日 （1）予備電源について 

（2）容量市場について 

（3）非化石価値取引市場2022年度監視結果の報告 

（4）高度化法義務達成市場について 

第 86回 令和 5 年 11 月 29 日 （1）予備電源について 

（2）非化石価値取引について 

（3）長期脱炭素電源オークションについて 

（4）需給調整市場について 
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（5）ベースロード市場について 

第 87回 令和 5 年 12 月 25 日 （1）予備電源について 

（2）非化石価値取引について 

（3）ベースロード市場について 

第 88 回 令和 6 年 1 月 31 日 （1）予備電源について 

（2）容量市場について 

（3）長期脱炭素電源オークションについて 

（4）第十四次中間とりまとめ（案）について 

第 89 回 令和 6 年 2 月 28 日 （1）予備電源について 

（2）非化石価値取引について 

（3）需給調整市場について 

（4）容量市場について 

（5）ベースロード市場について 

（6）第十五次中間とりまとめ（案）について 

第 90 回 令和 6 年 3 月 22 日 （1）非化石価値取引について 

（2）予備電源について 

（3）長期脱炭素電源オークションについて 

（4）ベースロード市場について 

（5）第十六次中間とりまとめ（案）について 

第 91回 令和 6 年 4 月 22 日 （1）容量市場について 

（2）需給調整市場について 

（3）第十七次中間とりまとめ（案）について 

第 92回 令和 6 年 5 月 10 日 （1）長期脱炭素電源オークションについて 

（2）需給調整市場について 

第 93回 令和 6 年 5 月 27 日 （1）長期脱炭素電源オークションについて 

（2）需給調整市場について 

（3）予備電源について 

第 94回 令和 6 年 6 月 28 日 （1）需給調整市場について 

（2）長期脱炭素電源オークションについて 

（3）ベースロード市場について 

（4）第十八次中間とりまとめ（案）について 

※網掛け回は第十八次中間とりまとめに関する議論を実施 
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電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会委員名簿 

 

※五十音順、敬称略 ◎は座長、〇は座長代理 

（令和6 年 6 月現在） 

○秋元 圭吾  公益財団法人地球環境産業技術研究機構 

システム研究Ｇグループリーダー 

安藤 至大  日本大学経済学部 教授 

◎大橋 弘  東京大学大学院経済学研究科 教授 

男澤 江利子 有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 

河辺 賢一  東京工業大学 工学院 准教授 

小宮山 涼一 東京大学大学院工学系研究科 教授 

曽我 美紀子  西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 

パートナー 弁護士 

武田 邦宣  大阪大学大学院法学研究科 教授 

辻 隆男  横浜国立大学大学院工学研究院 

知的構造の創生部門 教授 

廣瀬 和貞  株式会社アジアエネルギー研究所 代表 

又吉 由香  SMBC   

▫♥ꜞⱦ♫♥☻◘ה  

ⱴⱠ☺fi◓כ♃◒꜠▫♦ה 

松村 敏弘  東京大学社会科学研究所 教授 
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電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会  

オブザーバー名簿 

 

※五十音順、敬称略（令和 6 年 6 月現在） 

 

石坂 匡史  東京ガス株式会社 執行役員  

エネルギートレーディングカンパニー 

電力事業部長 

加藤 英彰  電源開発株式会社 常務執行役員  

菊池 健  東北電力ネットワーク株式会社 

電力システム部 技術担当部長 

國松 亮一  一般社団法人日本卸電力取引所 企画業務部長 

小林 総一  出光興産株式会社 常務執行役員  

齊藤 公治  関西電力株式会社 執行役員  

エネルギー・環境企画室長 

斎藤 祐樹  株式会社エネット 取締役 需給本部長 

佐々木 邦昭 イーレックス株式会社 小売統括部長 

新川 達也  電力・ガス取引監視等委員会事務局長 

中谷 竜二  中部電力株式会社 執行役員 

経営戦略本部 部長 

山次 北斗  電力広域的運営推進機関 企画部長 

 

（関係省庁） 

環境庁 

 

 

 

 

 

 


